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昭
和
別
年
（
１
９
５
４
）
７
月
１
日
、
当
時
の
津

山
市
は
、
苫
田
郡
田
邑
村
・
一
宮
村
・
高
田
村
・
神

庭
村
・
高
倉
村
・
高
野
村
、
勝
田
郡
河
辺
村
・
大
崎
村
・

広
野
村
・
滝
尾
村
と
い
う
周
辺
の
岨
か
村
（
左
上
図

の
青
色
部
分
）
を
編
入
合
併
し
、
人
口
は
約
１
．
５
倍
、

面
積
は
約
３
倍
と
大
き
く
拡
大
し
ま
し
た
。

そ
の
年
皿
月
に
、
仮
装
行
列
や
の
ど
自
慢
大
会
、

体
育
大
会
な
ど
の
合
併
祝
賀
行
事
が
多
数
開
催
さ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
支
所
早
回
り
自
転

車
競
走
も
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
当
時
山
下
に

あ
っ
た
第
２
小
学
校
を
ス
タ
ー
ト
し
て
、
旧
皿
か
村

に
置
か
れ
た
支
所
（
元
村
役
場
）
を
自
転
車
で
駆
け

巡
る
と
い
う
も
の
で
す
。

上
の
た
す
き
は
、
こ
の
競
走
に
参
加
さ
れ
た
河
本

匡
通
氏
が
使
用
し
た
も
の
で
す
。
裏
に
は
、
コ
ー
ス

上
の
各
支
所
名
と
、
そ
こ
で
押
さ
れ
た
印
鑑
や
ス
タ

ン
プ
が
見
ら
れ
ま
す
。
河
本
氏
に
よ
る
と
、
コ
ー
ス

は
起
伏
に
富
み
、
未
舗
装
の
田
舎
道
も
あ
っ
て
、
と

に
か
く
し
ん
ど
か
つ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
入
賞

は
逃
し
た
も
の
の
、
完
走
で
き
た
記
念
の
品
と
し
て

大
事
に
保
管
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
津
山
市
制
帥

周
年
を
機
に
、
郷
土
博
物
館
へ
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま

し
た
。
当
時
の
合
併
を
物
語
る
、
汗
と
思
い
出
の
染

み
込
ん
だ
貴
重
な
資
料
で
す
。
（
小
島
）
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ま
ず
、
平
成
釦
年
度
の
編
さ
ん
事
業
の
進
捗
状
況
》

と
、
執
筆
者
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
関
係
部
署
と

の
協
議
結
果
を
事
務
局
か
ら
報
告
し
ま
し
た
。
・

曇
続
い
て
今
後
刊
行
し
て
い
く
市
史
本
編
の
体
裁
に

つ
い
て
、
見
本
を
見
な
が
ら
協
議
が
行
わ
れ
、
グ
ロ

ス
製
本
・
カ
バ
町
無
し
・
箱
入
り
と
い
う
大
ま
か
な

倣
溌
蔽
了
承
さ
総
螢
し
た
。
次
回
以
降
、
印
刷
仕
様

よ
み
・

書
の
文
案
を
諦
細
に
検
討
す
る
予
定
で
す
。

別
年
度
第
２
回
編
さ
ん
委
員
会

２
月
酪
日
於
郷
土
博
物
館

V

誼

編さん委員会の様子

近
世
部
会

（
部
会
長
島
疋
兼
委
員
、
副
部
会
長
率
在
間
委
員
）

２
月
に
部
会
を
開
催
し
、
資
料
編
章
立
て
案
の
協
議

を
行
い
ま
し
た
。
立
石
家
文
書
の
整
理
や
資
料
の
解
読
・

筆
耕
を
事
務
局
で
進
め
て
お
り
、
今
後
も
継
続
的
に
資

料
調
査
を
行
う
予
定
で
す
。

古
代
部
会

（
部
会
長
率
狩
野
委
員
、
副
部
会
長
牢
今
津
委
員
）

中
世
部
会

（
部
会
長
》
久
野
委
員
、
副
部
会
長
茎
削
原
委
員
）

吻
月
に
合
同
部
会
を
開
催
し
、
資
料
編
「
古
代
・
中
世
」

の
刊
行
に
向
け
て
、
執
筆
者
各
自
の
作
業
状
況
を
確
認

し
ま
し
た
。
今
後
も
、
そ
れ
ぞ
れ
で
掲
載
資
料
の
取
捨

選
択
作
業
を
進
め
ま
す
。

自
然
風
土
・
考
古
部
会

（
部
会
長
銀
河
本
委
員
、
副
部
会
長
》
可
児
委
員
）

資
料
編
「
考
古
」
の
版
下
作
成
作
業
は
、
平
成
瓢
年

度
に
引
き
続
い
て
作
業
を
行
い
ま
す
。
年
度
前
半
に
製

版
完
了
、
後
半
に
印
刷
・
製
本
を
行
い
、
計
画
ど
お
り

副
年
度
中
に
刊
行
す
る
予
定
で
す
。

胆
月
略
日

旭
月
躯
日

ｕ
月

平
成
釦
年

２
月
９
日

２
月
陥
日

２
月
Ⅳ
日

２
月
別
日

２
月
筋
日

民
俗
部
会

（
部
会
長
茎
削
原
委
員
、
副
部
会
長
卵
安
倉
氏
）

個
別
の
聴
取
り
調
査
や
現
地
調
査
を
進
め
て
い
る

ほ
か
、
在
野
の
研
究
家
で
あ
っ
た
故
・
竹
内
平
吉
郎

氏
の
収
集
図
書
等
に
つ
い
て
、
数
回
の
下
見
を
経
て

郷
土
博
物
館
へ
の
引
取
り
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

近
現
代
部
会

（
部
会
長
咽
在
間
委
員
、
副
部
会
長
咽
香
山
委
員
）

２
月
に
部
会
を
開
催
し
、
資
料
編
の
章
立
て
案
を

協
議
し
ま
し
た
。
執
筆
者
各
自
で
資
料
の
選
択
作
業

中
で
、
引
き
続
き
資
料
調
査
も
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

編
さ
ん
事
業
の
経
過
（
平
成
帥
年
堰
月
～
）

第
２
回
中
世
部
会

第
１
回
考
古
部
会

第
２
回
近
現
代
部
会

第
１
回
近
世
部
会

第
２
回
編
さ
ん
委
員
会

美
作
学
講
座
第
４
回

古
代
・
中
世
合
同
部
会

「
市
史
だ
よ
り
」
第
過
号
発
行

②
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津
山
市
教
委
（
生
涯
学
習
課
）
・
美
作
大
学
共
催

美
作
学
講
座
‘
津
山
市
史
関
連
研
究
か
ら
，

第
４
回
但
月
幅
日

「
岡
山
藩
主
小
早
川
秀
秋
の
時
代
」

講
師
咽
横
山
定
氏

（
岡
山
県
教
育
委
員
会
文
化
財
課
参
事
／
近
世
編
執
筆
者
）

’

，

J ・
≠

返

Ｉ

第4回の会場の様子

今
年
度
最
終
の
美
作
学
講
座
は
、
岡
山
県
教
育
委
員
会
文
化
財
課
に
お
務
め
で
、
津

山
市
史
編
さ
ん
事
業
に
お
い
て
は
近
世
編
の
執
筆
を
お
願
い
し
て
い
る
横
山
定
氏
に

「
岡
山
藩
主
小
早
川
秀
秋
の
時
代
」
と
題
し
て
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
ず
、
小
早
川
秀
秋
と
言
え
ば
、
関
ヶ
原
合
戦
で
の
「
問
い
鉄
砲
」
に
よ
る
寝
返
り

で
有
名
で
す
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
る
と
、
開
戦
と
ほ
ぼ
同
時
に
西
軍
を
攻
撃
し
て
い

る
よ
う
で
す
。

続
い
て
、
秀
秋
の
備
前
・
美
作
入
封
の
後
、
家
臣
や
寺
社
へ
発
給
し
た
知
行
状
な
ど

か
ら
、
家
臣
の
知
行
地
や
寺
社
領
を
通
し
て
、
小
早
川
氏
の
備
前
、
美
作
両
国
の
支
配

状
況
に
つ
い
て
、
ご
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
秀
秋
の
家
臣
団
の
構
成
は
、
も
と
も
と
小
早
川
家
に
仕
え
て
い
た
家
臣
、
小

早
川
隆
景
の
養
子
入
り
に
従
っ
て
毛
利
家
か
ら
来
た
家
臣
、
毛
利
家
が
勢
力
拡
大
す
る

過
程
で
臣
従
し
た
家
臣
、
秀
秋
の
養
子
入
り
の
際
に
秀
吉
か
ら
付
け
ら
れ
た
家
臣
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
家
臣
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
、
秀
秋
が
岡
山
藩
主
に
な
る
と
、
上
級
家
臣

団
の
離
反
が
相
次
ぐ
状
況
に
な
っ
て
、
家
臣
団
の
入
れ
替
わ
り
が
起
き
た
こ
と
を
、
か

つ
て
の
家
臣
の
家
譜
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
秀
秋
の
死
の
前
後
に
つ
い
て
、
そ
の
病
状
や
領
内
で
の
祈
祷
の
様
子
、
浅

野
長
政
に
よ
る
備
前
・
美
作
両
国
の
収
公
状
況
を
概
観
し
て
、
ご
講
演
を
締
め
く
く
ら

れ
ま
し
た
。

寝
返
り
と
急
死
を
め
ぐ
っ
て
伝
承
の
多
い
秀
秋
で
す
が
、
約
２
年
と
短
か
っ
た
岡
山

藩
主
の
時
代
に
つ
い
て
、
限
ら
れ
た
数
少
な
い
資
料
に
基
づ
い
て
ご
解
説
い
た
だ
き
、

秀
秋
に
関
す
る
認
識
を
新
た
に
で
き
ま
し
た
。
会
場
に
は
、
約
刈
名
の
方
が
聴
講
に
来

ら
れ
、
皆
さ
ん
熱
心
に
聴
き
入
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

③



1 研究ノート

は
じ
め
に

私
が
こ
の
テ
ー
マ
に
興
味
を
持
っ
た

き
っ
か
け
は
、
市
史
編
さ
ん
室
の
仕
事

と
し
て
整
理
し
て
い
る
旧
二
宮
大
庄
屋

『
立
石
家
資
料
』
の
あ
る
横
帳
だ
っ
た
。

そ
れ
ら
に
は
い
ず
れ
も
「
江
戸
御
屋
敷

御
焼
失
二
付
御
普
請
御
人
夫
御
手
伝

願
」
（
以
下
「
御
普
請
御
手
伝
願
」
と

す
る
）
と
あ
り
、
合
計
で
三
点
み
ら
れ

た
。
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
六
月
付

で
「
二
宮
構
大
庄
屋
」
立
石
助
右
衛
門

が
作
成
し
た
も
の
、
同
年
同
月
付
で
「
湯

本
構
大
庄
屋
」
美
甘
藤
平
が
作
成
し
た

も
の
、
そ
し
て
天
保
十
五
年
五
月
付
で

「
西
々
構
大
庄
屋
」
立
石
助
右
衛
門
が

作
成
し
た
も
の
、
の
合
計
三
点
で
あ
る
。

梶
村
明
慶
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

津
山
藩
の
江
戸
屋
敷
は
何
度
も
火
事
で

焼
失
し
て
お
り
、
藩
の
財
政
を
圧
迫
し

て
い
た
（
「
城
下
の
町
人
か
ら
藩
へ
の

献
上
ｌ
文
化
三
年
の
事
例
か
ら
ｌ
」
、

『
津
博
』
九
十
七
号
、
二
○
一
八
年
）
。

そ
の
な
か
で
、
天
保
五
年
三
月
と
同
十

四
年
十
二
月
に
も
火
災
が
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
天
保
五
年
六
月
と
天
保
十
五
年

五
月
付
で
、
村
々
か
ら
集
め
た
人
夫
の

代
銀
の
上
納
を
構
の
大
庄
屋
が
願
い
出

た
資
料
が
「
御
普
請
御
手
伝
願
」
で
あ

る
。 天

保
九
年
の
領
地
替
に
伴
い
行
わ
れ
た
構
の
再
編
に
つ
い
て

大
庄
屋
と
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て

か
ら
帰
農
し
た
「
国
侍
」
の
中
か
ら
有

能
な
人
材
を
選
抜
し
た
も
の
で
あ
る

今
津
山
市
史
』
第
三
巻
、
二
○
五
～
二

○
六
ペ
ー
ジ
）
。
大
庄
屋
が
受
け
持
っ

た
区
域
の
こ
と
を
触
と
い
い
、
後
に
構

と
改
め
ら
れ
た
。
な
お
、
触
や
構
は
本

来
、
行
政
区
画
で
あ
る
郡
と
は
必
ず
し

も
一
致
し
な
い
。

「
御
普
請
御
手
伝
願
」
を
き
っ
か
け

に
諸
資
料
を
み
て
い
く
う
ち
、
二
つ
の

疑
問
を
持
つ
に
至
っ
た
。
一
つ
目
は
天

保
五
年
六
月
時
点
で
「
二
宮
構
大
庄
屋
」

で
あ
っ
た
立
石
助
右
衛
門
の
肩
書
が
、

天
保
十
五
年
五
月
段
階
で
は
「
西
々
構

大
庄
屋
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
大
庄
屋
は
同
じ
な
の
に
構
の
名

前
が
違
う
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
興
味
を

持
っ
た
。
二
つ
目
は
美
甘
藤
平
が
大
庄

屋
を
務
め
る
湯
本
構
が
、
明
治
時
代
に

作
成
さ
れ
た
「
津
山
藩
大
庄
屋
構
調
書
」

（
以
下
「
構
訓
書
」
と
す
る
、
『
津
山
温

知
会
誌
』
第
十
五
編
、
一
九
二
八
年
）

に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
「
構
調
書
」
は
、
廃
藩
当
時
の
構

の
名
称
と
、
構
内
の
郡
名
・
村
名
を
列

記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
記
載
が

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
天
保
五
年
以
降

に
湯
本
構
は
何
ら
か
の
理
由
で
な
く

な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が

何
故
な
の
か
が
気
に
な
っ
た
。
『
津
山

市
史
』
に
よ
れ
ば
、
文
化
十
四
（
一
八

一
七
）
年
に
津
山
藩
が
十
万
石
に
復
帰

す
る
と
、
大
庄
屋
の
構
は
分
割
再
編
さ

れ
、
十
か
ら
十
四
に
な
っ
た
と
い
う
。

そ
の
際
に
湯
本
構
が
新
設
さ
れ
て
い
る

（
『
津
山
市
史
』
第
四
巻
、
三
一
三
ペ
ー

ジ
）
。
ま
た
尾
島
治
氏
に
よ
れ
ば
、
天

保
九
年
の
領
地
替
の
際
に
、
構
の
数
は

十
三
、
そ
の
後
八
へ
と
推
移
し
、
嘉
永

六
（
一
八
五
三
）
年
八
月
に
十
三
へ
戻
っ

た
と
い
う
（
「
近
世
の
二
宮
地
域
」
、
歴

史
文
化
財
顕
彰
記
念
誌
編
集
部
編
『
温

故
知
新
二
宮
歴
史
文
化
財
顕
彰
記
念

誌
」
、
二
○
○
九
年
）
。
こ
れ
ら
の
先
行

研
究
を
踏
ま
え
て
先
の
二
つ
の
疑
問
を

考
え
る
と
、
構
の
数
が
十
四
か
ら
十
三

に
減
少
し
た
こ
と
で
消
滅
し
た
の
が
湯

本
構
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
十

三
か
ら
八
へ
推
移
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
二
宮
構
は
西
々
構
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
西
々
構
の
「
西
々
」
は
、
二

宮
構
内
の
村
々
が
属
す
る
西
々
条
郡
の

こ
と
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
郡
を
基

準
に
構
が
再
編
さ
れ
た
可
能
性
が
想
定

さ
れ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本

稿
で
は
十
三
か
ら
八
と
い
う
構
再
編
の

内
実
・
詳
細
、
さ
ら
に
は
十
三
へ
戻
さ

ｌ
そ
の
１
１

八
つ
の
構

構
が
再
編
さ
れ
た
時
期
に
、
「
印
鑑

帳
」
内
に
現
れ
る
構
は
大
庭
構
、
西
北

構
、
久
米
構
、
勝
南
構
、
東
南
構
、
西
々

構
、
勝
北
構
、
東
北
構
の
八
つ
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
津
山
藩
内
の
大
庭
郡
、
西
北

条
郡
、
久
米
南
条
郡
・
久
米
北
条
郡
、

勝
南
郡
、
東
南
条
郡
、
西
々
条
郡
、
勝

用
い
る
資
料

本
稿
で
主
に
用
い
る
の
は
先
述
の

「
構
調
害
」
と
、
「
大
庄
屋
印
鑑
帳
」
（
以

下
「
印
鑑
帳
」
と
す
る
、
『
大
谷
家
文
書
」
、

津
山
郷
士
博
物
館
蔵
）
と
い
う
資
料
で

あ
る
。
「
印
鑑
帳
」
は
、
嘉
永
七
年
十

二
月
に
、
大
庄
屋
た
ち
が
自
ら
の
受
け

持
つ
構
の
詳
細
を
、
郡
代
所
・
代
官
所

へ
報
告
し
た
資
料
で
あ
る
。
各
大
庄
屋

の
履
歴
が
細
か
く
記
述
さ
れ
て
お
り
、

構
が
八
へ
と
再
編
さ
れ
た
こ
と
や
、
十

三
に
戻
さ
れ
た
こ
と
（
資
料
中
で
は
「
先

規
之
通
十
三
構
二
相
成
」
と
記
載
）
に

も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
構
内

に
ど
の
村
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
記
さ

れ
て
い
る
た
め
、
「
構
調
書
」
と
併
せ

れ
ば
、
そ
れ
ら
の
村
々
が
ど
の
郡
に
属

し
て
い
た
か
も
う
か
が
え
る
。

れ
た
背
景
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

小

林
雄
一

郎

②
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北
郡
、
東
北
条
郡
に
対
応
し
て
い
る
。

「
郡
代
日
記
」
・
「
国
元
日
記
」
（
い
ず
れ

も
『
津
山
藩
松
平
家
文
書
」
、
津
山
郷

土
博
物
館
蔵
）
の
記
事
に
は
、
八
構
か

ら
十
三
構
に
変
更
し
た
時
の
も
の
が

載
っ
て
い
る
（
「
近
世
の
二
宮
地
域
」
）
。

そ
れ
ら
を
み
て
も
同
じ
八
つ
の
構
が
登

場
す
る
の
で
、
構
の
名
称
は
「
印
鑑
帳
」

の
記
載
通
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
確

認
し
た
上
で
、
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
構
に

つ
い
て
説
明
し
て
い
く
。

①
大
庭
構
（
三
十
二
村
盲
河
内
構
・

目
木
構

大
庭
構
は
、
大
庭
郡
内
の
村
か
ら
な

る
構
で
あ
る
。
「
構
調
書
」
に
よ
れ
ば
、

大
庭
郡
に
は
河
内
構
・
目
木
構
と
い
う

二
つ
の
構
が
存
在
し
て
い
た
。
「
印
鑑

帳
」
近
藤
忠
左
衛
門
の
履
歴
で
は
、
大

庭
構
の
村
数
は
三
十
二
村
と
あ
り
、
こ

れ
は
「
印
鑑
帳
」
記
載
の
河
内
構
・
目

木
構
の
村
数
（
そ
れ
ぞ
れ
十
六
村
）
の

合
計
と
一
致
す
る
。
大
庭
郡
内
の
河
内

構
々
目
木
構
が
合
体
し
て
、
大
庭
構
と

な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

次
に
、
二
つ
の
構
が
合
わ
さ
っ
た
こ
と

で
、
河
内
構
・
目
木
構
の
大
庄
屋
の
立

場
が
ど
う
な
っ
た
の
か
を
み
て
い
く
。

河
内
構
と
目
木
構
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
近

藤
忠
左
衛
門
・
福
島
善
兵
衛
の
二
人
の

大
庄
屋
が
い
た
。
そ
の
内
の
近
藤
忠
左

衛
門
の
履
歴
を
再
度
み
る
と
「
福
島
善

兵
衛
与
月
番
持
被
仰
付
候
」
と
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
二
人
の
大
庄
屋
が
交
替

で
、
大
庭
構
を
担
当
す
る
よ
う
命
じ
ら

れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
弘
化

二
（
一
八
四
五
）
年
十
月
時
点
で
善
兵

衛
の
名
は
な
く
、
後
継
者
と
み
ら
れ
る

信
治
郎
が
大
庄
屋
手
伝
に
な
っ
て
い
る

（
「
立
石
家
資
料
」
五
一
二
○
）
。
そ
の

ま
ま
嘉
永
六
年
八
月
の
大
庭
構
解
体
を

迎
え
、
信
治
郎
は
復
活
し
た
目
木
構
大

庄
屋
に
就
任
し
て
い
る
（
尾
島
治
「
近

世
の
二
宮
地
域
」
）
。

②
西
北
構
（
三
十
村
言
香
々
美
構
、

田
邑
構
・
田
辺
構
の
一
部

西
北
構
は
、
香
々
美
構
・
田
邑
構
・

田
辺
構
か
ら
な
る
構
で
あ
る
。
「
印
鑑

帳
」
中
島
多
右
衛
門
の
履
歴
に
よ
れ
ば
、

西
北
構
の
村
数
は
三
十
村
と
あ
る
。
こ

れ
は
香
々
美
構
の
全
村
数
（
十
五
村
）

と
、
田
邑
構
・
田
辺
構
内
か
ら
編
入
さ

れ
た
と
み
ら
れ
る
村
数
（
田
邑
構
七
村
・

田
辺
構
八
村
、
理
由
は
後
述
）
と
の
合

計
と
一
致
す
る
。
ま
ず
、
田
邑
構
内
で

西
北
条
郡
の
村
は
七
村
で
あ
る
（
七
頁

の
〔
表
｝
参
照
）
。
「
印
鑑
帳
」
中
島
多

右
衛
門
・
大
谷
茂
助
の
履
歴
に
よ
る
と
、

田
辺
構
は
西
北
構
と
東
南
構
に
分
か
れ

て
編
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
「
田

辺
構
之
内
三
ヶ
村
」
が
、
東
南
構
に
含

ま
れ
て
い
る
（
「
印
鑑
帳
」
大
谷
茂
助
）
。

田
辺
構
は
合
計
十
一
村
の
た
め
（
「
印

鑑
帳
」
土
居
藤
左
衛
門
）
、
同
構
か
ら

西
北
構
に
編
入
さ
れ
た
村
数
は
十
一
か

ら
三
を
差
し
引
い
て
八
と
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
厳
密
に
言
え
ば
、
西
北
構
は

香
々
美
構
全
域
と
、
田
邑
構
・
田
辺
構

内
に
あ
る
（
主
に
）
西
北
条
郡
の
村
々

か
ら
な
る
構
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

新
設
さ
れ
た
西
北
構
に
は
、
中
島
多

右
衛
門
・
土
居
督
左
衛
門
・
土
居
藤
七

と
い
う
元
香
々
美
構
・
田
邑
構
・
田
辺

構
の
大
庄
屋
三
人
が
い
た
。
大
庭
構
同

様
、
こ
ち
ら
も
三
人
の
大
庄
屋
が
交
替

で
勤
め
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
（
「
印
鑑

帳
」
中
島
多
右
衛
門
）
。
し
か
し
、
四

年
後
の
天
保
十
三
年
六
月
に
な
っ
て
、

中
島
が
一
人
で
務
め
る
よ
う
命
じ
ら
れ

て
い
る
（
「
印
鑑
帳
」
中
島
多
右
衛
門
）
。

こ
の
辺
り
の
事
情
は
明
ら
か
で
な
い

が
、
土
居
藤
七
に
つ
い
て
は
弘
化
二
年

十
月
時
点
で
、
勝
北
構
の
大
庄
屋
を
勤

め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
「
立
石
家
資

料
」
五
一
二
○
）
。
あ
る
い
は
天
保
十

三
年
六
月
に
土
居
藤
七
が
勝
北
構
の
大

庄
屋
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

中
島
が
単
独
で
西
北
構
の
大
庄
屋
を
勤

め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。

③
久
米
構
（
二
十
五
村
）
二
方
構
、

「
御
代
知
」
、
「
宮
部
両
村
」
Ⅱ
宮
部
上
村
・

宮
部
下
村

「
印
鑑
帳
」
植
月
与
左
衛
門
の
履
歴

に
よ
れ
ば
、
久
米
構
は
「
御
代
知
九
ヶ

村
宮
部
両
村
共
合
弐
拾
五
ヶ
村
」
と
あ

る
。
ま
た
植
月
は
、
文
政
六
（
一
八
二
三
）

年
一
方
構
大
庄
屋
手
伝
、
翌
年
大
庄
屋

本
役
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
久
米
構
は
、
天
保
九
年
に
津
山
藩
領

と
な
っ
た
「
御
代
知
九
ヶ
村
」
と
、
「
宮

部
両
村
」
、
そ
し
て
一
方
構
の
村
か
ら

な
る
合
計
二
十
五
村
の
構
と
思
わ
れ

る
。
「
御
代
知
九
ヶ
村
」
は
、
宮
尾
村
・

中
北
上
村
・
中
北
下
村
・
領
家
村
・
南

方
中
村
・
定
宗
村
・
金
屋
村
・
塚
角
村
・

戸
脇
村
の
九
村
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
（
「
印
鑑
帳
」
、
『
津
山
市
史
』
第
四
巻
、

三
一
二
ペ
ー
ジ
）
。
『
津
山
市
史
』
に
よ

れ
ば
、
久
米
北
条
郡
の
「
宮
部
両
村
」
は
、

文
化
十
四
年
時
点
で
の
加
増
地
で
あ
る

（
『
津
山
市
史
』
第
四
巻
、
三
○
六
ペ
ー

ジ
）
。
そ
れ
以
前
は
、
ど
の
構
に
も
属

し
て
い
な
か
っ
た
「
宮
部
両
村
」
を
、

こ
の
段
階
で
久
米
構
へ
編
入
し
た
た

め
、
特
に
明
記
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

な
お
、
久
米
構
は
嘉
永
六
年
八
月
に
一

方
構
へ
名
称
が
戻
っ
た
後
も
、
村
数
は

二
十
五
の
ま
ま
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
久

米
構
と
な
る
以
前
の
「
元
一
方
構
」
は

十
四
村
で
あ
っ
た
と
分
か
る
。
久
米
構

は
一
方
構
が
拡
大
し
て
で
き
た
構
の
た

め
、
先
述
の
植
月
が
一
貫
し
て
一
人
で

大
庄
屋
を
勤
め
た
と
み
ら
れ
る
。

④
勝
南
構
（
四
十
七
村
力
言
河
辺
構
、

③
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（
押
入
構
内
の
勝
南
郡
の
村
）

勝
南
構
は
勝
南
郡
内
の
村
々
か
ら
な

る
と
み
ら
れ
る
。
「
構
調
書
」
に
よ
れ
ば
、

勝
南
郡
の
村
は
河
辺
構
、
稲
穂
構
、
そ

し
て
押
入
構
の
一
部
に
配
さ
れ
て
い

る
。
稲
穂
構
は
、
廃
藩
直
前
の
明
治
三

（
一
八
七
○
）
年
に
追
加
さ
れ
た
た
め

（
「
近
世
の
二
宮
地
域
」
、
当
時
は
河
辺

構
と
稲
穂
構
を
合
わ
せ
て
河
辺
構
で

あ
っ
た
。
「
印
鑑
帳
」
を
み
る
と
河
辺

構
の
村
数
は
四
十
四
村
で
、
「
構
調
書
」

に
よ
れ
ば
押
入
構
内
の
勝
南
郡
の
村
数

は
三
村
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

ら
を
合
計
す
る
と
勝
南
構
の
村
数
は
四

十
七
村
と
な
る
。
し
か
し
、
【
表
】
を

み
る
と
、
河
辺
構
に
は
勝
南
郡
に
隣
接

す
る
英
田
郡
の
村
が
三
村
（
倉
敷
村
・

三
海
田
村
・
沢
村
）
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
勝
南
構
に
含
む
か
否
か
で
、
微

妙
に
村
数
は
変
わ
っ
て
く
る
。
勝
南
構

の
村
数
・
構
成
な
ど
の
詳
細
は
、
「
印

鑑
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
そ
の
た

め
「
印
鑑
帳
」
か
ら
直
接
の
根
拠
は
見

出
せ
な
い
が
、
状
況
的
に
含
ま
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
た
構
や
村
は
、
今

後
括
弧
で
く
く
る
こ
と
と
す
る
。

嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
八
月
の
勝

南
構
消
滅
時
点
で
の
大
庄
屋
は
、
土
居

太
郎
右
衛
門
で
あ
る
（
「
近
世
の
二
宮

地
域
」
）
。
勝
南
構
消
滅
後
、
土
居
は
復

活
し
た
河
辺
構
の
大
庄
屋
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
勝
南
構
と
河
辺
構
の
関
連
は

こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
。
「
印
鑑
帳
」

に
よ
れ
ば
、
土
居
は
天
保
十
（
一
八
三

九
）
年
九
月
に
「
大
庄
屋
本
役
」
を
命

じ
ら
れ
て
い
る
。
ど
の
構
の
大
庄
屋
か

明
記
が
な
い
た
め
、
確
証
は
得
ら
れ
な

い
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
か
ら
河
辺
構

の
前
身
で
あ
る
勝
南
構
の
大
庄
屋
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑤
東
南
構
（
三
十
三
村
青
山
北
構
、

大
篠
構
・
田
辺
椿
・
一
宮
構
・
（
押
入
構
）

の
一
部

東
南
構
は
、
元
山
北
構
に
元
大
篠
構

の
五
村
と
元
田
辺
構
の
三
村
を
加
え
て

成
立
し
た
三
十
三
村
の
構
で
あ
る
（
「
印

鑑
帳
」
大
谷
茂
助
）
。
し
か
し
、
「
印
鑑
帳
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
山
北
構
の
村
数
は

十
六
村
の
た
め
、
数
が
合
わ
な
い
。
構

の
名
称
か
ら
考
え
る
と
、
こ
こ
に
一
宮

櫛
・
押
入
構
内
の
東
南
条
郡
の
村
を
加

え
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
【
表
｝

に
よ
れ
ば
、
一
宮
構
内
に
あ
る
東
南
条

郡
の
村
数
は
七
村
で
、
押
入
構
内
の
方

は
三
村
で
あ
る
た
め
、
合
計
三
十
四
と

な
っ
て
し
ま
う
。
構
の
再
編
の
前
後
で
、

村
の
統
廃
合
な
ど
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
な

お
、
「
印
鑑
帳
」
に
は
一
宮
構
と
東
南

構
の
つ
な
が
り
を
示
す
根
拠
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
「
国
元
日
記
」
に
よ
れ
ば
、

嘉
永
六
年
八
月
の
東
南
構
消
滅
時
に
、

東
南
構
大
庄
屋
手
伝
・
中
島
春
治
郎
が

一
宮
構
大
庄
屋
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ

か
ら
一
宮
構
と
東
南
構
と
の
関
連
が
う

か
が
え
る
（
「
近
世
の
二
宮
地
域
」
）
。

⑥
西
々
構
（
十
八
村
）
二
一
宮
構
、

田
邑
構
の
一
部

「
印
鑑
帳
」
に
は
、
西
々
構
の
村
数
・

構
成
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

お
そ
ら
く
構
の
名
称
通
り
、
西
々
条
郡

の
村
か
ら
編
成
さ
れ
た
構
と
み
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
〔
表
〕
に
あ
る
二

宮
構
（
全
十
一
村
）
と
、
田
邑
構
内
の

西
々
条
郡
の
村
（
七
村
）
と
の
、
合
計

十
八
村
か
ら
な
る
構
で
あ
っ
た
と
推
察

さ
れ
る
。

西
々
構
（
の
ち
二
宮
構
）
の
大
庄
屋

を
め
ぐ
っ
て
は
様
々
な
変
遷
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
文
化
六
（
一

八
○
九
）
年
か
ら
二
宮
構
大
庄
屋
を
勤

め
る
立
石
助
右
衛
門
久
達
が
、
そ
の
ま

ま
西
々
構
大
庄
屋
を
勤
め
た
と
み
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
久
達
の
子
・
公
久
が
、

天
保
十
年
九
月
に
西
々
構
大
庄
屋
見

習
、
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
十
二
月

に
西
々
構
大
庄
屋
手
伝
に
就
任
し
、
順

調
に
代
替
わ
り
が
行
わ
れ
る
は
ず
だ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
久
達
が
亡
く

な
っ
た
の
か
、
嘉
永
三
年
二
月
、
西
北

構
大
庄
屋
・
中
島
多
右
衛
門
が
西
々
構

大
庄
屋
を
兼
務
し
て
い
る
。
こ
の
時
公

久
は
二
十
七
歳
の
た
め
、
構
の
再
編
で

規
模
の
大
き
く
な
っ
た
西
々
構
を
ま
だ

任
せ
ら
れ
な
い
と
み
て
の
措
置
だ
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
兼
務
は
大

変
だ
っ
た
の
か
、
翌
年
二
月
に
土
居
藤

左
衛
門
が
西
々
構
大
庄
屋
を
命
じ
ら
れ

て
い
る
。
嘉
永
六
年
八
月
「
先
規
之
通
」

構
が
八
か
ら
十
三
に
戻
る
。
そ
れ
に
伴

い
、
土
居
藤
左
衛
門
は
田
辺
構
大
庄
屋

に
就
任
す
る
。
す
る
と
今
度
は
西
北
構

手
伝
か
ら
田
邑
構
の
大
庄
屋
と
な
っ
た

士
居
貞
太
郎
が
、
復
活
し
た
二
宮
構
の

大
庄
屋
を
兼
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

嘉
永
六
年
時
点
で
貞
太
郎
は
二
十
七

歳
、
久
達
の
子
・
公
久
は
三
十
歳
だ
っ

た
た
め
、
こ
の
時
点
で
公
久
が
二
宮
構

大
庄
屋
に
就
任
し
な
か
っ
た
理
由
は
、

不
明
で
あ
る
。
結
局
、
貞
太
郎
の
兼
務

が
解
除
さ
れ
、
公
久
が
二
宮
構
大
庄
屋

に
就
任
す
る
の
は
、
四
年
後
の
安
政
三

（
一
八
五
七
）
年
六
月
で
あ
っ
た
。

⑦
勝
北
構
（
十
七
村
か
二
十
村
力
盲

押
入
構

勝
北
郡
内
に
あ
っ
た
押
入
構
か
ら
な

る
と
み
ら
れ
る
。
「
印
鑑
帳
」
に
よ
れ
ば
、

押
入
構
の
村
数
は
二
十
三
村
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
東
南
条
郡
の
村
で
あ
る
三

村
（
押
入
村
上
分
・
下
分
、
高
野
山
西
村
）

を
除
く
と
す
れ
ば
、
勝
北
構
の
村
数
は

二
十
村
と
み
ら
れ
る
（
押
入
構
内
の
勝

南
郡
の
村
〔
日
上
・
国
分
寺
・
瓜
生
原
〕

③
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【表】各構と郡の対応表

備考村数機 村郡

下田邑村川西､同村川東､上田邑村北分､同村南分､同村東分､同
村見内分､同村午田分

西北条郡 7

田邑構

古川村東分､同村西分､同村之内布原分､寺元村､宗枝村､真加部
村､戸島村

西々条郡 7

二宮村､吉原村､下原村､薪森原村､河本村､高山村､原村､院庄
村南分､同村北分､神戸村東分､同村西分

二宮機 西々条郡 11

山北村､惣社村､小原村､上河原村､小田中村､同村之内新田分、
同村之内広原分

西北条郡 7

山北橋

河崎村､野介代村､同村之内太田分､林田村､同村之内上之町､志
戸部村､沼村､勝部村上分､同村下分

東南条郡 9

西北条郡｜|藤屋村､中村 2

和田村､貞永寺村､上森原村､下森原村､馬場村､入村上分､入村
下分､塚谷村､瀬戸村､土居村上分､土居村下分､小座村上分､小
座村下分

香々美構
西々条郡 13

ただし田辺構はなぜか東南構と西北横に分か
れて編入されている

東田辺村山方､同村原方､西田辺村､公保田村､沖村､澤田村､市
場村

西北条郡 7

田辺機

西々条郡｜円宗寺村､同村下分､竹田村東組､同村西組 4

『構調書｣の籾保村は､明治5年に籾山村と紫
保井村が合併して成立

東一宮村里方上組､同下組､同山方西組､同山方東組､紫保井村、
大田村､籾山村

東南条郡 7

一宮橋 上横野村上分､同村下分､同村之内奥谷分､下横野村上組､同村
下組

東北条郡 5

西北条郡

東南条郡

勝南郡

西一宮村､同村之内湯谷分

押入村下分､同村上分､高野山西村

日上村､国分寺村､瓜生原村

２

’

３

－

３

押入構 上町川村は｢構調書｣に記載がないが､勝北郡
に属する

河面村､楢村､新野東村下分､同村上西分､同村上東分､勝加茂東
村安井分､同村坂上分､同村東原分､上野田村､上町川村

勝北郡 10

吉野郡 ｜馬形村､長谷内村､小房村､小野村､鷺巣村､田井村､梶原村 7

大篠村東分､同村西分､上高倉村､下高倉村西分､同村東分､草加
部村

東北条郡 6

大篠構
山西村之内山東分は｢構調書｣に記載がない
が､東南条郡に属する

野村､高野東村､同村北分､同村西分､山西村之内山東分東南条郡 5

綾部村東分､同村西分､吉見村､同村之内八代分､成安村､公郷村
上分､同村中分､同村下分､小中原村､中原村､成安村之内下原
分､下津川村､百々村､原口村､楢井村､同村之内青山分､行重村
西分､同村東分､桑原村

綾部横 東北条郡 19

河辺村､同村之内井口分､西吉田村､新田村､金井村､同村之内中
原分､則平村､福力村､稲穂村､池ヶ原村西分､同村東分､福吉村、
黒坂村､下香山村､北坂村､奥大谷村､下大谷村､青木村､殿所
村､中山村､勝間田村､東吉田村､黒土村､畑屋村､吉留村､同村
之内重藤分､塩気村､小矢田村､湯郷村､明見村､入田村､中尾
村､岡村､岩見田村､飯岡村､吉ケ原村､周佐村､百々村､為本村、
里金井村､中原村

里金井村､中原村は｢構調書｣に記載がない
が､勝南郡に属する勝南郡 41

河辺機

英田郡 ｜倉敷村､三海田村､沢村 3

八神村は『構調書｣｢知行目録｣に記載がない
が､久米南条郡に属する

一方村､北村､井口村､大谷村､横山村､八出村､小桁村､金屋村、
古城村東分､同村西分､暮田村､中島村､塚角村､定宗村､八神村

久米南条郡 15

一方横

錦織村東分､同村西分､戸脇村､宮尾村､領家村､南方中村､中北
上村､同下村､宮部下村､同上村

久米北条郡 10

上河内村中分､同村西谷分､同村東谷上分､同村同下分､同村下
分上組､同村同下組､同村当免分､下河内村上分､同村下分､西原
村､赤野村､野川村､平松村､古見村原方､同村山方､田原村

大庭郡河内構 16

目木村､同村之内上分､三崎河原村､同村之内中原分､台金屋村、
中島村､多田村､鍋屋村､大庭村､久世村原方､同村山方､樫村東
谷､同村西谷､同村之内鴻殖分､余野上村､同下村

大庭郡目木機 16

〈
ロ 計 235

｢大庄屋印鑑帳｣、「津山藩大庄屋構調書｣､安政2年3月付｢知行目録｣(『津山松平藩文書』､津山郷土博物館蔵)を基に作成
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1 研究ノート

も
除
け
ば
、
十
七
村
と
な
る
）
。
勝
北
構
成

立
時
の
大
庄
屋
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、

②
西
北
構
に
お
い
て
先
述
し
た
通
り
、
弘
化

二
年
十
月
段
階
で
は
土
居
藤
七
が
勝
北
構
大

庄
屋
を
勤
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
「
立
石

家
資
料
」
五
一
二
○
）
。
翌
年
、
藤
七
の
関

係
者
（
息
子
ヵ
）
と
み
ら
れ
る
土
居
藤
左
衛

門
が
「
大
庄
屋
本
役
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

藤
左
衛
門
は
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
三

月
か
ら
同
十
五
年
十
二
月
ま
で
勝
北
構
大
庄

屋
手
伝
を
務
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏

ま
え
る
と
、
藤
左
衛
門
が
命
じ
ら
れ
た
「
大

庄
屋
本
役
」
は
、
勝
北
構
の
大
庄
屋
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
嘉
永
五
（
一
八

五
二
）
年
六
月
に
岸
本
彦
左
衛
門
が
四
十
歳

で
勝
北
構
大
庄
屋
に
就
任
す
る
。
「
印
鑑
帳
」

に
よ
る
と
、
岸
本
は
押
入
構
大
庄
屋
見
習
・

手
伝
を
歴
任
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

勝
北
構
と
な
っ
て
か
ら
も
、
大
庄
屋
手
伝
な

ど
勝
北
構
内
の
何
ら
か
の
役
職
に
つ
い
て
い

た
と
想
定
さ
れ
る
。

③
東
北
構
（
三
十
村
か
三
十
二
村
盲
綾

部
構
、
大
篠
構
の
一
部
、
（
一
宮
構
の
一
部
）

東
北
条
郡
の
村
を
中
心
に
編
成
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
。
〔
表
】
か
ら
推
測
す
る
と
、
綾

部
構
全
域
（
十
九
村
）
、
大
篠
構
内
の
東
北

条
郡
の
村
（
六
村
）
、
そ
し
て
そ
こ
に
一
宮

構
の
一
部
が
加
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

こ
で
．
宮
構
の
一
部
」
と
し
た
の
は
、
一

宮
構
か
ら
い
く
つ
の
村
が
東
北
構
に
編
入
さ

れ
た
か
が
判
然
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

【
表
】
に
よ
れ
ば
、
一
宮
構
は
東
南
条
郡
（
七

村
亨
東
北
条
郡
（
五
村
字
西
北
条
郡
（
二
村
）

の
三
郡
に
ま
た
が
る
構
で
あ
る
。
普
通
に
考

え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
東
南
構
・
東
北
構
・
西

北
構
に
分
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
な

る
と
東
北
構
の
村
数
は
三
十
村
と
な
る
。
し

か
し
、
先
述
の
通
り
、
西
北
構
は
「
元
田
邑

構
田
辺
構
香
々
美
構
之
内
三
拾
ヶ
村
」
か
ら

な
る
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
一
宮
構
は
含
ま

れ
て
い
な
い
（
「
印
鑑
帳
」
中
島
多
右
衛
門
）
。

そ
こ
で
、
西
北
条
郡
と
東
北
条
郡
が
「
北
条

郡
」
と
し
て
一
括
で
東
北
構
に
編
入
さ
れ
た

と
考
え
れ
ば
、
一
宮
構
か
ら
加
わ
っ
た
村
数

は
七
村
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
東
北
術
の
村

数
は
三
十
二
村
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
「
印

鑑
帳
」
か
ら
は
綾
部
構
と
東
北
構
の
つ
な
が

り
を
示
す
根
拠
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
し
か

し
「
国
元
日
記
」
に
よ
る
と
、
東
北
構
大
庄

屋
手
伝
の
多
胡
浦
右
衛
門
が
綾
部
構
大
庄
屋

と
な
っ
て
お
り
、
東
北
構
と
綾
部
構
の
関
連

性
が
う
か
が
え
る
（
「
二
宮
の
近
世
地
域
」
）
。

こ
こ
ま
で
で
分
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め

る
。
天
保
九
年
の
領
地
替
を
き
っ
か
け
に
、

構
は
郡
を
基
準
に
再
編
さ
れ
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
十
四
（
湯
本
構
を
除
け

ば
十
三
）
あ
っ
た
構
の
数
は
八
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
大
庭
構
、
西
北
構
、
久
米
構
、
勝

南
構
、
東
南
構
、
西
々
構
、
勝
北
構
、
東
北

構
の
八
つ
で
あ
る
。
再
編
に
よ
っ
て
、
従
来

の
構
の
枠
組
が
ほ
ぼ
維
持
さ
れ
た
構
も
あ
っ

た
が
（
勝
南
・
勝
北
構
・
久
米
構
）
、
大
半

は
複
数
の
構
が
合
流
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
複
数
の
構
が
合
体
し
た
構
（
大

庭
構
）
、
あ
る
構
に
別
の
構
内
の
村
が
編
入

さ
れ
た
構
（
西
北
・
東
南
・
西
々
）
、
別
々

の
構
の
一
部
同
士
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
構

（
東
北
構
）
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま

で
同
じ
構
内
に
あ
っ
た
村
々
が
複
数
の
構
に

分
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
印
鑑
帳
」
な

ど
か
ら
確
実
に
分
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
は

田
辺
構
、
大
篠
構
、
田
邑
構
の
三
つ
で
あ
る
。

田
辺
構
（
十
一
村
）
は
西
北
構
（
八
村
）
と

東
南
構
（
三
村
）
、
大
篠
構
（
十
一
村
）
は

東
北
構
（
六
村
）
と
東
南
構
（
五
村
）
、
田

邑
構
（
十
四
村
）
は
西
北
構
（
七
村
ヵ
）
と
西
々

構
（
七
村
ヵ
）
に
分
か
れ
た
。
他
に
も
状
況

的
に
、
一
宮
構
の
村
が
東
北
構
と
東
南
構
、

押
入
構
の
村
が
東
南
構
、
勝
北
構
、
勝
南
構

に
分
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
櫛
の
編
入
の

方
法
は
基
本
的
に
郡
を
基
準
に
し
て
い
る
と

み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
構
調
書
」
に
よ
れ
ば
、

田
辺
構
は
西
北
条
郡
と
西
々
条
郡
の
村
か
ら

な
っ
て
お
り
、
構
内
の
郡
と
分
か
れ
た
先
の

構
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
事
例
も
み
ら
れ

る
。

（
以
下
、
次
号
に
続
く
）

（
市
史
編
さ
ん
室
嘱
託
員
）

〆 、
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